
【23年度の医療費】	

区分 件数 医療費 保険者負担額 １人当たり医療費　
松前町 前年比

一般 113,374 件 25 億 3,875 万円 18 億 6,403 万円 35 万 1,383 円 + 6.2%
退職 12,166 件 3 億    536 万円 2 億  1,364 万円 42 万 4,117 円 +16.2%
合計 125,540 件 28 億 4,411万円 20 億   777 万円 35 万 7,975 円 +  7.3%

退職被保険者…会社などを退職し、現在国保に加入して、厚生年金などを
受けられる 65 歳未満の被保険者とその被扶養者
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【グラフ１　保険者数の推移】
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■加入率　■老人　■退職　■一般
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【グラフ２　医療費の推移】	
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■ 1 人当たりの医療費（松前町）■医療費総額

●過去 4年間の被保険者数は、ほぼ同数

　グラフ１は過去５年間の国保加入者数と加入率を表しています。
平成20年度からは老人保険者が後期高齢者医療制度に移行した
ので、国保の加入者は大幅に減少しています。また、65歳以上の
退職被保険者が一般被保険者に移行したため、一般被保険者が
増加し、退職被保険者が減少しています。その後23年度までの4
年間の被保険者数は、ほぼ横ばいの状況です。

みんなの健康を支え合う国民健康保険

●医療費は、23年度大幅に増加

　グラフ２は過去５年間の医療費と被保険者一人当たりの医療費
を表しています。20年度から22年度までは減少していましたが、
23年度は大幅に増加しています。今後も、国保加入者の高齢化や
医療技術の高度化などにより増加することが見込まれます。
　安定的な国保の運営のため、一人一人が日頃からの健康づくり
と医療費を節約する上手な受診を心掛けましょう。　

❶定期的に健康診断を受け、病気の早期発見・治療を心掛けましょう
❷食事の栄養バランスと摂取量に注意し、適度な運動を習慣づけましょう
❸医療機関のかけ持ち受診はやめましょう
　（お医者さんとの信頼関係を築きましょう）
❹ジェネリック医薬品への切り替えを検討しましょう
❺時間外や休日受診はなるべく避けましょう
❻薬を必要以上に要求するのはやめましょう

　本年度の国保は、医療費や後期高齢者医療制度
への拠出金の増加、国保税の課税所得の低下など
により、大幅な財源不足となっています。そのため、
本来なら国保税率の引上げが必要となりますが、国
民健康保険財政調整基金から繰入を行うことによ
り、税率の引上げを行わないことにしました。
　なお、今回の繰入により、基金残額がほとんどな
くなることから、今後、財源不足が生じた場合は、
税率の改定が必要となります。

国民健康保険（以下、国保）は、皆さんが病気やけがをしたとき、安心して医療を受けられるように、
加入者の皆さんが国保税を納め、医療にかかる費用を皆で支えあう制度です。

平成 24 年度国保税の税率医療費を節約するための心掛け

問 保険課医療保険係　☎ 985-4107

28.4	

・・

●共通受験資格
①日本の国籍を有する人
②地方公務員法（昭和25年法律第261号）第16条各号
のいずれにも該当しない人
●試験方法
第１次試験及び第２次試験とし、第２次試験は第１次試
験の合格者に対して行います。
●第１次試験
日時　９月16日（日）　10時～　
場所　松前町庁舎または松前総合文化センター、松前消防署
●申込書の入手方法
①町ホームページからダウンロード
　Ａ４両面印刷をしてください。
②郵送請求
　封筒の表に受験したい試験区分を「一般事務（自己推
薦採用）請求」「消防士請求」と朱書きし、返信用封筒（長
形３号サイズ。あなたのあて先を明記し、90円切手を貼
ったもの）を同封して総務課へ送ってください。
③窓口請求
　役場総務課で交付します。

平成 24 年度採用試験　
松前町職員（一般事務（自己推薦採用））
松前消防署職員（消防士）採用試験を行います

●申し込み方法　
原則、郵送でお願いします。必要書類を入れた封筒
の表に「受験」と朱書きし、簡易書留で総務課へ送っ
てください。※ホームページからは申し込みできません。
《必要書類》　①必要事項を記入した申込書（一般事
務（自己推薦採用））受験者は自己アピールシートも）
②写真（３カ月以内に撮影したパスポート申請用と同規
　格（縦45ミリ、横35ミリ）のもの）２枚
※１枚は申込書に貼り、もう１枚は申込書に添えて郵送
③返信用封筒（長形３号サイズ。あなたのあて先を明
　記し、80円切手を貼ったもの）
申し込み受け付け後、受験票を交付します。８月24日
（金）までに受験票が届かない場合は、総務課へご
連絡ください。
●受付期間
8月3日（金）～16日（木）　（8月16日必着）
【応募先・問い合わせ】		
〒791-3192	松前町大字筒井631番地　
松前町役場総務課職員係　☎985-4113
（消防士の勤務内容などは松前消防署☎984-3404へ）

試験区分 一般事務 （自己推薦採用） 消防士

採用予定数 3人程度 1人

受験資格

■昭和 54 年４月２日以降に生まれた人 ■昭和 59 年４月２日～平成 7 年４月１日に生まれた人
■次の身体要件を備えている人
・身長　㊚おおむね160㎝以上、㊛おおむね155㎝以上
・体重　㊚おおむね 50kg 以上、㊛おおむね 45kg 以上
・視力　両眼とも 0.7以上（矯正含む）で色覚が正常である
・聴力　正常であること
・その他　伝染性疾患がない。心身ともに健康で、消防活
動に十分な体力があり、高所恐怖症でないこと
■高等学校卒業程度の学力を有する人
■普通自動車免許取得者（ＡＴ車限定を除く）または採用
までに取得見込みの人。生年月日の関係で取得できない
場合は、25 年度中に取得できる人
■採用後、伊予郡・伊予市内に居住できる人

１次試験 教養試験（高校卒業程度）、事務適性検査、一般性
格診断検査

教養試験（高等学校卒業程度）、消防適性検査、体力検査

２次試験 口述試験、作文試験 口述試験、作文試験、身体検査

試験別
必要書類

自己アピールシート
※様式は定めないのでＡ４版２ページまでにまとめ（パ
ソコンで作成可）申込書と併せて提出してください。１
次試験合否の判定や２次試験の面接で参考にします。

ー

News　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   News

「自己推薦採用」
※学歴に関係なく「広く優秀な人材」「多様な
人材」を採用するため、新しい試験区分を設
けました。新卒者はもちろん、社会人として
の豊富な実務経験や社会福祉、介護保険、土
木、建築、保健師、管理栄養士の資格などを
生かし、松前町の発展のために活躍できる、
意欲あふれる人材を求めます。

※試験の詳細は、採用試験実施要領で確認してください。
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知っていますか？	
児童扶養手当・特別児童扶養手当
■児童扶養手当とは？　❖24年8月から支給要件が一部変わりました。
　次の条件にあてはまる児童（18 歳に達する日以後、最初の3月31日までの間に
あるもの、障がいのある場合は 20 歳未満）を監護している父または母（父の場合
は、生計を同じくしていることが必要）または父母に代わってその児童を養育して
いる養育者に支給する手当です。

①父母が離婚した　②父または母が死亡した　③父または母に重度の障がいがある
④父または母の生死が明らかでない　⑤父または母から引き続き1年以上遺棄されている
⑥父または母が裁判所からのDV 保護命令を受けた （新規）
⑦父または母が引き続き1年以上拘禁されている
⑧母が婚姻によらないで懐胎した   ⑨父母ともに不明である

手当を受給するには	 ▼ ▼役場への申請が必要です。認定されると、申請月の翌
月分から（⑥に該当する人で 8月1日に支給対象になった人が 8月中に申請した場
合は 8月分から）受給できます。他にも受給要件や所得制限などがあります。早
めにお問い合わせください。　　　　　   問福祉課児童福祉係　☎ 985―4114

■特別児童扶養手当とは？
　20歳未満の心身に障がいのある児童を監護している父母または養育者に支給
します。障がいを事由とする年金を受給していないこと、対象児童が施設などに
入所していないことなどの条件や所得制限があります。

問福祉課障がい福祉係　☎ 985―4155
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1所在地　
2地目
3地積　
4予定価格
5用途地域　
6備考

物件２  
1松前町大字浜字東恵美洲322番1、323番2   
2宅地   3194.89㎡   411,771,000円　
5商業地域   6旧松前交番跡地

　　　松前
　　  小学校

物件１　
1松前町大字浜字今新開
781番15、16  
2宅地　3 99.27㎡  
4 5,100,000 円　
5第 1種住居地域　
6旧今新開町営住宅跡地

東日本大震災の被災地の写真を展示し、大津波を振り返り、東海、東
南海、南海地震への意識を高め、減災につなげる取り組みを考えます。
日　時　8月2日(木) ～ 5日(日)9時～ 17時（5日は16時まで）
会　場　松前総合文化センター 2階　ふれあい展示室 
内　容　・被災前後の航空写真パネル展示
　　　　・3Dドキュメンタリー上映
【関連イベント】　 講演会　8月5日(日)11時～ 12時 ふるさと学習室  
　　　　　　　「東北の大津波を語り継ぐ」 
　　　　　　　　語り部　石巻市役所雄勝総合支所次長　千葉　茂さん
入場料　写真展・講演会ともに無料

防災に関するイベント情報をお届け！
町民総参加で松前の防災力を高めよう。松前の

防災力

▼「東北の“大津波”空から見た被災地」　
   写真展

vol. 04

問総務課危機管理係　☎ 985-4103

いざという時、迅速に冷静な
対応をするためには、訓練を
行い、実際に体験しておくこ
とが大切です。

◦防災訓練　
日　時　9月2日（日）　8時30分～ 10時
会　場　松前公園多目的広場ほか
内　容　救出救助訓練、初期消火、応急救護訓練など

◦防災フェア2012　
日　時　9月2日（日）　10時～ 15時
会　場　エミフルＭＡＳＡＫＩ
内　容　防災に関する展示・体験コーナー
　　　　特命戦隊ゴーバスターズショー　　　　
　　　　　（11時～、14時～観覧無料）など

▼松前町総合防災訓練
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②伊予市松前町共立衛生組合所有土地
1伊予市下吾川字北西原 2045番23　2雑種地
31411.00㎡　5工業地域

①伊予市・松前町
共有土地
1伊予市下吾川字北
西原２０４５番18　
2宅地　31032.49㎡ 
5工業地域
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療
保
険
料
の
納
め
忘
れ
が
あ
る

人
は
発
行
で
き
ま
せ
ん
。

問
保
険
課
医
療
保
険
係　

☎
９
８
５
―
４
１
０
７

　

認
定
証
の
有
効
期
限
は
７
月
31
日
で

す
。

▼
国
民
健
康
保
険
の
人　

　

８
月
１
日
以
降
も
必
要
な
人
は
、
保

険
証
と
印
鑑
を
持
っ
て
保
険
課
医
療
保

険
係
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

▼
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
人
　

　

保
険
証
と一緒
に
送
付
し
ま
し
た
。

限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
の
更
新
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▼
申
込
期
間			

　

８
月
１
日（
水
）
～
８
月
31
日（
金
）

　

平
日
９
時
～
17
時

▼
申
込
先　

松
前
総
合
文
化
セ
ン
タ
ー

☎
９
８
５
―
４
１
３
９

　

10
月
27
日（
土
）・
28
日（
日
）、
松
前

総
合
文
化
セ
ン
タ
ー
を
主
会
場
に
開
催

す
る「
第
37
回
ま
さ
き
文
化
祭
」
の
出

展
作
品
を
募
集
し
ま
す
。
個
人
や
グ
ル

ー
プ
で
ぜ
ひ
出
展
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
募
集
品
目
・
規
格

日
本
画	（
軸
表
装
か
額
装
20
号
以
内
）

洋
画（
額
装
20
号
以
内
）

写
真（
４
切
以
内
、
ワ
イ
ド
４
切
可
）

書
道（
軸
表
装
か
額
装
半
折
以
内
）

短
歌（
色
紙
か
け
）

俳
句
・
川
柳（
短
冊
に
限
る
）

絵
手
紙
、人
形
、手
芸
、陶
芸
、そ
の
他

※
作
品
は
１
人
１
点
と
し
ま
す
。

ま
さ
き
文
化
祭
作
品
募
集

平成 24 年度敬老事業

敬老上方お笑いオンステージ
 　「ホラ吹き漫才」でおなじみの、「横山たかし・ひろし」（横
山たかしは松前町出作出身、横山ひろしは今治市出身）をは
じめ、落語あり漫談ありの楽しいステージです。
　演芸場の雰囲気そのままに、今年もバラエティー豊かな上
方話芸をお楽しみください。

◉日　時　　９月15日土 14 時～ 15 時 30 分
　　　　　　（開場13 時 30 分）
◉会　場　　松前総合文化センター　広域学習ホール
◦出　演　

問健康課地域包括支援センター係
☎ 985‒4205

◉対　象　　町内在住の概ね 65歳以上の人
◉参　加　　事前申し込みは不要です。当日
　　　　　　直接会場へお越しください。
　　　　　　※入場は先着順です。満席の場
　　　　　　合は入場制限を行うことがあり
　　　　　　ます。
◉入場料　　無料
◉送迎バス　ひまわりバスの停留所を目安
　　　　　　に、送迎バスを運行予定です。
　　　　　　希望者は９月６日（木）までに、
　　　　　　下記へお電話ください。

浄
化
槽
の
管
理
者
は
あ
な
た
で
す

浄
化
槽
は
、
台
所
な
ど
か
ら
出
る
汚

水
を
き
れ
い
に
す
る
施
設
で
す
。
機
能

が
発
揮
さ
れ
な
い
と
、
汚
れ
た
水
が
流

れ
た
り
、
悪
臭
が
発
生
し
た
り
環
境
に

悪
影
響
を
与
え
ま
す
。
浄
化
槽
管
理
者

（
設
置
者
）は
、
浄
化
槽
法
で「
保
守
点

検
」「
清
掃
」「
法
定
検
査
」を
行
う
こ
と

が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

❶
保
守
点
検　

　

保
守
点
検
業
者
が
定
期
的
に
、
浄
化

槽
の
運
転
状
況
の
確
認
や
機
械
の
修

理
、
消
毒
剤
の
補
充
な
ど
を
行
い
ま
す
。

❷
清
掃　

　

浄
化
槽
清
掃
業
者
が
通
常
一
年
に
１

回
、
浄
化
槽
に
た
ま
っ
た
汚
泥
な
ど
を

引
き
出
し
、
装
置
を
洗
浄
し
ま
す
。

❸
法
定
検
査

（
社
）愛
媛
県
浄
化
槽
協
会
が
、
点
検

や
清
掃
が
行
わ
れ
て
い
る
か
、
浄
化
槽

が
正
常
に
機
能
し
て
い
る
か
な
ど
を
検

査
し
ま
す
。
浄
化
槽
を
設
置
し
た
と
き

に
行
う
７
条
検
査
と
、
設
置
後
、
毎
年

行
う
11
条
検
査
が
あ
り
ま
す
。

問（
社
）愛
媛
県
浄
化
槽
協
会

　
　

☎
９
２
５
―
２
６
６
１

◦
浄
化
槽
設
置
整
備
事
業
補
助
金

下
水
道
事
業
認
可
区
域
以
外
の
地

域
に
住
宅
用
の
浄
化
槽
を
設
置
す
る
場

合
、
費
用
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。
詳

し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
上
下
水
道
課
下
水
道
業
務
係　

　

☎
９
８
５
―
４
１
２
６

②
し
っ
か
り
か
め
る
自
分
の
歯
が
20
本

以
上
あ
る
人

③
こ
れ
ま
で
同
コ
ン
ク
ー
ル
の
受
賞
歴

（
入
賞
含
む
）
が
な
い
人

④
11
月
に
予
定
し
て
い
る
表
彰
式
に
参

加
で
き
る
人

▼
締
め
切
り　

８
月
13
日（
月
）

▼
申
込
先
　
健
康
課
保
健
セ
ン
タ
ー
係

☎
９
８
５
―
４
１
１
８

　

県
は
、
80
歳
で
20
本
以
上
自
分
の
歯

を
保
つ
こ
と
を
目
標
に
、
歯
の
健
康
づ

く
り
運
動
８
０
２
０
（
ハ
チ
マ
ル
・
ニ

イ
マ
ル
）
運
動
を
進
め
て
い
ま
す
。
こ

の
運
動
の
一
つ
と
し
て
、｢

元
気
歯
つ

ら
つ
コ
ン
ク
ー
ル｣

を
開
催
し
ま
す
。

▼
対
象
者（
全
て
満
た
す
人
）

①
平
成
24
年
４
月
１
日
現
在
、
満
80
歳

以
上
の
人

80
歳
以
上
で
20
本
以
上
歯
を
持
つ
皆
さ
ん

元
気
歯
つ
ら
つ
コ
ン
ク
ー
ル
に
ご
応
募
く
だ
さ
い

病
害
虫
や
雑
草
の
被
害
が
増
え
る
時
期

水
稲
一
斉
防
除
に
ご
協
力
を

【
水
稲
生
産
者
の
皆
さ
ん
へ
】

　

農
薬
散
布
時
は
、
民
家
な
ど
に
飛
び

散
ら
な
い
よ
う
種
類
、
使
用
量
や
風
向

き
な
ど
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

▼
一
斉
防
除
日

▼
極
早
生
品
種（
あ
き
た
こ
ま
ち
、
コ

シ
ヒ
カ
リ
な
ど
）
…
８
月
５
日（
日
）

▼
中
生
品
種（
ヒ
ノ
ヒ
カ
リ
、
モ
チ
な

ど
）
…
８
月
25
日（
土
）

▼
無
人
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
に
よ
る
防
除

　

下
記
の
日
程
で
行
い
ま
す
。

※
農
薬
安
全
基
準
を
守
り
、
安
心
・
安

全
を
第
一
に
実
施
し
ま
す
。

【
対
象
地
区
に
住
ん
で
い
る
皆
さ
ん
へ
】

●
立
札
の
立
っ
て
い
る
圃
場
周
辺
に
は

駐
車
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。	

●
散
布
地
区
付
近
の
人
は
洗
濯
物
、
ペ

ッ
ト
な
ど
は
散
布
が
終
了
す
る
ま
で
出

さ
な
い
で
く
だ
さ
い
。
散
布
時
は
念
の

た
め
窓
を
閉
め
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

問
Ｊ
Ａ
松
山
市
営
農
販
売
部

　
　
　
　
　
　

☎
９
４
６
―
１
６
１
１

　

産
業
課
農
業
係

　
　
　
　
　
　

☎
９
８
５
―
４
１
１
９

８ ３ 金 大間
４ 土 大間（中川原）
６ 月 中川原、徳丸
７ 火 徳丸、出作、神崎
９ 木 南黒田、恵久美、鶴吉
11 土 東古泉
13 月 永田
14 火 大溝
15 水 横田
21 火 北黒田
22 水 南黒田

※雨天順延（小雨決行）です。

指定管理者制度とは？
　文化センターや体育館など、公
の施設の管理運営に民間の能力を
活用して、サービスの向上と経費
節減を図る制度です。町は、次の
施設の指定管理者を公募します。

●募集施設
①松前総合文化
　センター

②松前公園

●指定予定期間
平成25年４月１日～28年３月31日

●応募資格
団体であること
（法人の有無は問いません）
●募集要項の入手方法
８月 20 日から各担当課で配布し
ます（平日の８時 30 分～ 17 時
15 分）。町ホームページからダウ
ンロードすることもできます。
※施設内容などの説明会について
は、募集要項をご覧ください。

●募集期間　
９月 10 日（月）～ 10 月 10 日（水）

問松前総合文化センターについて
　　社会教育課文化センター係　

　☎ 985―4139
　松前公園について
　　まちづくり課管理係　

　☎ 985―4156

松前総合文化センター
松前公園の

指定管理者を
募集します

横山たかし・ひろし
（漫才）

笑福亭枝鶴
（落語）

サンデー西村
（バイオリン漫談）

チキチキジョニー
（漫才）
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